
高崎玉村スマートインターチェンジ地区協議会規約 

 

（名 称） 

第１条 協議会の名称は、「高崎玉村スマートインターチェンジ地区協議会」(以下「協議会」

という。）とする。 

（目 的） 

第２条  協議会は、高崎玉村スマートインターチェンジ（以下｢高崎玉村スマートＩＣ｣とい

う。）の安全性や整備・管理・運営方法等を検討・調整し、実施することにより、安全性か

つ円滑な交通を確保しつつ、体制・運営の効率化等によるコスト縮減や利用者増を図るこ

とを目的とする。 

（検討及び調整事項） 

第３条 協議会は第２条の目的を達成するため、以下の内容を検討、調整する。 

（１）高崎玉村スマートＩＣの社会便益に関すること 

（２）高崎玉村スマートＩＣ及び周辺道路の安全性に関すること 

（３）高崎玉村スマートＩＣの設置に伴う高速道路の利用交通量の変化に関すること 

（４）高崎玉村スマートＩＣの構造及び整備方法に関すること 

（５）高崎玉村スマートＩＣの管理・運営方法に関すること 

（６）高崎玉村スマートＩＣの利用促進方策に関すること 

（７）広域的検討結果の反映 

（８）その他高崎玉村スマートＩＣを設置・管理・運営する上で必要な事項 

２ 協議会は、高崎玉村スマートＩＣの管理・運営形態等に不都合が生じた場合には、上記

内容について、検討・調整を行い変更する。 

３ 協議会は、高崎玉村スマートＩＣの利用者増を図るため、広報・ＰＲ等を実施する。 

４ 協議会は、高崎玉村スマートＩＣの供用後も継続して、その社会便益・安全性・利用交

通量・管理・運営形態・利用促進方策等について、定期的にフォローアップし、必要に応

じ見直すものとする。フォローアップは必要に応じて実施するものとする。 

（構 成） 

第４条 協議会は、別表に掲げる委員をもって構成する。 

２ 委員の追加変更については、協議会に諮り承認を得る。 

３ 協議会の委員の属する機関等は、高崎玉村スマートＩＣの安全かつ円滑な設置及び管

理・運営に協力しなければならない。 

（役 員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会 長   １名 

（２）副会長   １名 

２ 会長は高崎市長の職にある者を、副会長は玉村町長の職にある者をもって充てる。   

（役員の職務） 

第６条 会長は協議会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行す



る。 

（委員の任期） 

第７条 委員の任期は１年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は再任されることができる。 

（協議会） 

第８条 協議会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

３ 協議会の議事は、出席委員の合議で決する。 

（経 費） 

第９条 協議会の運営に経費の必要があるときは、協議会の決により、負担金をもって充て

る。 

（事務局） 

第１０条 協議会の事務局は、高崎市役所都市整備部産業・流通基盤整備室に置く。 

（規約の改正） 

第１１条 本規約を改正する必要があるときは、協議会の決によりこれを行うものとする。 

（解 散） 

第１２条 協議会は、高崎玉村スマートＩＣが運営される限り存続する。 

（補 則） 

第１３条 本規約に定めるもののほか、協議会運営に関し必要な事項は、協議会が別に定め         

 る。 

附 則 

（施行期日）  

１ この規約は、平成２１年２月１８日から施行する。 

（名称の一部改正） 

２ この規約は、平成２２年９月３０日から施行する。 

（名称の一部改正） 

３ この規約は、平成２５年４月２５日から施行する。 

（条文の一部改正） 

４ この規約は、平成２６年４月１日から施行する。 

(条文の一部改正) 

５ この規約は、令和２年４月１日から施行する。 

 (条文の一部改正) 

６ この規約は、令和６年２月２日から施行する。 


